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東日本復興CM方式の
今後の活用に向けた検討について

1.　はじめに

東日本大震災からの復興市街地整備事業におい
ては，被災自治体にとって過去に経験のない大規
模な公共工事の発注が求められ，事業の早期着手
や短期間での事業実施に向けた体制の構築が大き
な課題となっていた。
このため，都市再生機構（UR）が被災自治体

と連携して新たな入札契約方式である「復興CM
方式」を平成 24 年度より導入し，復興事業の円
滑な実施に貢献していた。
こうした中，本方式による事業実施のノウハウ

や活用実績が一定程度蓄積されたことから，国土
交通省では被災自治体や学識経験者等の協力を得
て，平成 28 年 9 月に「東日本復興 CM方式の検
証と今後の活用に向けた研究会」を設置し，計 4
回の研究会を開催し，本方式の検証及び今後の活
用に向けた検討等を行ったところである。
その評価・検証の対象は，12 市町 19 地区にお
ける防災集団移転促進事業や土地区画整理事業等
の復興市街地整備事業（公共土木プロジェクト）
に導入された，自治体（事業主体），UR（発注
者），CMR（受注者）の三者による事業実施体制
の下，自治体から事業委託を受けたURと CMR
の間で契約された図－ 1に示す CM契約の部分
である。

図－ 1　復興 CM方式の実施体制と CM契約

建設マネジメント技術　　2017 年 8 月号 39



特集 多様な入札・契約

本稿では，東日本大震災からの早期復興を目指
す被災自治体が復興事業を実施する上で，地域を
取り巻く課題や発注者に求められていたニーズを
抽出し，一般公共工事との比較も行いながら，本
方式の CM契約の中で導入されたコストプラス
フィー契約やオープンブック方式など，図－ 2に
示す 6つの活用ツールが果たした効果や課題など
を整理し，災害後の復興事業への適用可能性はも
とより，一般の建設工事における復興 CM方式
の適用可能性に向けて，制度面の課題や留意点等
の内容を報告する。

2.　検証・評価の視点（ポイント）と
実施方法

復興 CM方式の検証・評価においては，東日
本大震災の災害発生時の被害状況や被災自治体が
置かれた状況を踏まえ，発注者側である被災自治
体にどのようなニーズや課題があったかを把握
し，そのニーズや課題を解決するために，どのよ

うな工夫・改善策（新たな体制やツールの活用等）
を講じたかを正確に把握する必要があった。
その上で，工夫や改善策を講じた結果，事業の
目標（発注者ニーズ）に対してどのような効果が
あったかを検証・評価するとともに，復興 CM
方式で活用されたツール等の中から，他の事業へ
の活用可能性のある要素を抽出し，活用の際の留
意点などを整理することで，今後の活用に向けた
展開が図られることが期待された。
今回の研究会においては，上記の視点から検
証・評価のポイントを以下の 4つに設定した（図
－ 3）。
○ポイントⅠ　前例のない大規模災害からの復興
を進める上で，どのようにプライオリティを設
定したか
○ポイントⅡ　事業の立上げ・実施段階で直面し
た課題に対して，どのような工夫・改善策を講
じたか
○ポイントⅢ　工夫・改善策を講じた結果，事業
の目標に対して，どのような効果・課題があっ

図－ 2　発注者ニーズに対応した 6つの活用ツール
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たか
○ポイントⅣ　工夫・改善策の中で，今後，他事
業への活用可能性のある要素や適用する際の留
意点は何か（法令等の整合も含む）

3.　効果・課題の検証

⑴　発注者ニーズとプライオリティの抽出（ポイ
ントⅠ）
災害発生時から復興事業立上げ段階において

は，復興事業特有のいくつもの課題や発注者ニー
ズが連なっていた状況であった。これらの課題に
よる復興事業の遅れや，生活再建への不安などに
よる更なる人口流出といった悪循環を食い止める
上でも，住民生活や地域経済の再建に向け，可能
な限り早期に復興事業に着手し，事業の完了を図
ることが最大のプライオリティであったが，通常
のやり方では目標達成が困難な状況であり，新た
な発注方式の検討が求められた（図－ 4）。

⑵　一般公共工事と比較した復興 CM方式によ
る課題解決（ポイントⅡ）
早期整備をはじめとする被災自治体の発注者ニ
ーズの達成に向けては，一般公共工事において適
用されている入札契約方式では解決できない以下
のような課題が山積していた。
○整備範囲が広く不確定要素も大きいため，仕
様，数量の確定に多大な検討時間を要し，工事
着手が遅れるおそれがあった。
○段階的発注などにより，多数の発注事務手続き
に追われ，発注者の更なるマンパワー不足を招
くおそれがあった。
○調査・設計・工事等の段階的な個別発注を余儀
なくされ，工事契約までに多大な期間を要し，
工事着手が遅れるおそれがあった。
○不確定要素（整備計画変動や物価高騰）が大き
く，受注者が入札に参加するには公正対価への
不安や予見できないリスクが大きいために，入
札不調・不落を招くおそれがあった。
○発注者が複数の事業関係者との調整・協議に時
間や労力を要し，事業が停滞するおそれがあっ
た。
○発注者のマンパワーが不足している中，発注関

図－ 3　検証・評価のポイントと進め方
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係事務や契約変更事務の対応に追われ，事業進
捗が遅れるおそれがあった。

このような事態に対応するため，復興事業では
早期整備に最大のプライオリティを置きつつも，
公共工事の発注者として，「コスト縮減」「透明性
の確保」「安全・品質の確保」に加え，特に「事
業の不確実性への対応」「地域経済への貢献」と
いった発注者ニーズを満たすために復興 CM方
式の活用による解決が検討された。
一般公共工事と復興 CM方式には，主として

「支払方式」「発注ロット」「専門業者選定方法」
等の観点から図－ 5のように相違点が見られる。
また，復興 CM方式の契約プロセスにおける

工夫点としては，図－ 6のとおり以下の点が挙げ
られる。
○調査・測量・詳細設計・施工の発注を大括り化
○契約の相手方を公募型プロポーザル方式で
CMR 1 社として選定

○速やかに工事着手できる早期整備エリアと仕

様・数量等不確定で条件が整った段階で実施す
る次期整備エリアに区分

⑶　効果・課題の検証と今後活用を図る上での留
意点（ポイントⅢ・Ⅳ）
本節では，これまでの公共工事では適用事例が
ない中，実際に復興 CM方式の 6 つの活用ツー
ルをパッケージとして導入することで，事業の目
標に対してどのような効果や課題があったか，ま
た今後，他事業への活用を図る上での留意点は何
かを，事例等も踏まえながら，求められた発注者
ニーズごとに評価を行ったものである。ここでは
発注者ニーズ 8項目のうち，主な 4項目について
記載する。

①　工期短縮・遅延リスクの回避
全体整備計画が不確実な中，事業初期段階か
ら，CMRが有するマネジメント力と技術力の活
用（施工手順検討，施工効率の最大化，人材・資
機材等の早期調達，関係者や事業間調整の実施

図－ 4　復興事業特有の課題と発注者ニーズの抽出
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図－ 5　一般公共工事と復興 CM方式

図－ 6　契約プロセスの考え方
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